
議案第２６号

渋川市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和５年２月２７日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市公園条例の一部を改正する条例

渋川市公園条例（平成２７年渋川市条例第２４号）の一部を次のように改

正する。

第２条第２号中「管理する」を「管理をする」に改める。

第５条中「、１０平方メートル」を「１０平方メートル」に、「、５平方

メートル」を「５平方メートル」に改める。

第６条第１項第４号中「、主として」を「並びに主として」に改める。

第２３条第２項及び第２４条第３項中「「その他公園」を「、「その他公

園」に改める。

第２５条後段中「第９条から第１２条まで」を「第９条、第１１条及び第

１２条」に改める。

第２９条第３項中「ものはその際、継続中のものは」を「ものにあっては

その際に、継続中のものにあっては」に改め、「納付しなければならない。

なお」を削り、「許可の際」を「許可の際に」に改める。

第３６条第２項中「第３５条」を「前条」に改める。

別表第１の２の表に次のように加える。

石原高源地公園 渋川市石原１８２８番地２４

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

宅地開発行為により築造された公園が市に帰属されたことに伴い、石原高

源地公園を追加するため、所要の改正をしようとするものである。



渋川市公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 各号に定めるところによる。

（１） （略） （１） （略）

（２） その他公園 都市公園以外の公園又は緑地で、都市公園に準じて （２） その他公園 都市公園以外の公園又は緑地で、都市公園に準じて

市が設置及び管理をするものをいう。 市が設置及び管理する ものをいう。

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

（住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準） （住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準）

第５条 市の区域内の都市公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は１０平 第５条 市の区域内の都市公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は、１０

方メートル 以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の住民１人当 平方メートル以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の住民１人当

たりの敷地面積の標準は５平方メートル 以上とする。 たりの敷地面積の標準は、５平方メートル以上とする。

（都市公園の配置及び規模の基準） （都市公園の配置及び規模の基準）

第６条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその 第６条 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその

特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難 特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難

等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配 等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配

置及び規模を定めるものとする。 置及び規模を定めるものとする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運 （４） 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運

動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園並びに主として運 動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として 運

動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の 動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の

利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、 利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、

運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるよ 運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるよ

うに配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園の機能を十分発揮 うに配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園の機能を十分発揮

することができるようにその敷地面積を定めること。 することができるようにその敷地面積を定めること。

２ （略） ２ （略）

（公園施設の設置又は管理の許可） （公園施設の設置又は管理の許可）

第２３条 （略） 第２３条 （略）

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該 ２ 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
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各号に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。こ 各号に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。こ

の場合における第１３条第１号の規定の適用については、同号中「都市公 の場合における第１３条第１号の規定の適用については、同号中「都市公

園」とあるのは、「その他公園」とする。 園」とあるのは「その他公園 」とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

３ （略） ３ （略）

（占用の許可） （占用の許可）

第２４条 （略） 第２４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の ３ 第１項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の

場所、工作物その他の物件又は施設の構造及び第１４条各号に掲げる事項 場所、工作物その他の物件又は施設の構造及び第１４条各号に掲げる事項

を記載した申請書を市長に提出しなければならない。この場合における同 を記載した申請書を市長に提出しなければならない。この場合における同

条第４号の規定の適用については、同号中「都市公園」とあるのは、「そ 条第４号の規定の適用については、同号中「都市公園」とあるのは「その

の他公園」とする。 他公園 」とする。

４ （略） ４ （略）

（準用） （準用）

第２５条 第９条から第１２条までの規定は、その他公園について準用する 第２５条 第９条から第１２条までの規定は、その他公園について準用する

。この場合において、第９条、第１１条及び第１２条中「都市公園」とあ 。この場合において、第９条から第１２条まで 中「都市公園」とあ

るのは「その他公園」と、第１０条中「法第６条第１項又は第３項」とあ るのは「その他公園」と、第１０条中「法第６条第１項又は第３項」とあ

るのは「第２４条第１項」と、第１１条中「法第５条第１項、法第６条第 るのは「第２４条第１項」と、第１１条中「法第５条第１項、法第６条第

１項若しくは第３項」とあるのは「第２３条第１項若しくは第２４条第１ １項若しくは第３項」とあるのは「第２３条第１項若しくは第２４条第１

項」と読み替えるものとする。 項」と読み替えるものとする。

（使用料） （使用料）

第２９条 （略） 第２９条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 占用者等又は制限行為の許可を受けた者は、第１項又は前項に規定する ３ 占用者等又は制限行為の許可を受けた者は、第１項又は前項に規定する

使用料を納付する場合は、利用期間が１年度を超えるもので年度の中途で 使用料を納付する場合は、利用期間が１年度を超えるもので年度の中途で

許可したものにあってはその際に、継続中のものにあっては年度の初めに 許可したものはその際、継続中のものは 年度の初めに

、それぞれ当該年度分を 、利用期間が１年 、それぞれ当該年度分を納付しなければならない。なお、利用期間が１年

度未満のものにあっては許可の際に全額を納付しなければならない。 度未満のものにあっては許可の際 全額を納付しなければならない。

４ （略） ４ （略）

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第３６条 （略） 第３６条 （略）

２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第９条、第 ２ 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第９条、第
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１２条、第２６条第２項、第２７条、第３２条及び前条 の規定の適用 １２条、第２６条第２項、第２７条、第３２条及び第３５条の規定の適用

については、第９条、第１２条、第２７条及び第３２条中「市長」とある については、第９条、第１２条、第２７条及び第３２条中「市長」とある

のは「指定管理者」と、第２６条第２項中「市長は、必要があると認めた のは「指定管理者」と、第２６条第２項中「市長は、必要があると認めた

ときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の ときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の

承認を得て」と、前条 中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」 承認を得て」と、第３５条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」

とする。 とする。

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

１ （略） １ （略）

２ その他公園 ２ その他公園

名称 所在地 名称 所在地

明保野第１公園 渋川市渋川３６４１番地３２ 明保野第１公園 渋川市渋川３６４１番地３２

（略） （略）

紅葉台団地内公園 渋川市伊香保町伊香保４３７番地６６ 紅葉台団地内公園 渋川市伊香保町伊香保４３７番地６６

石原高源地公園 渋川市石原１８２８番地２４


